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vol.142

不易を知らざれば基立ちがたく、
流行を知らざれば風新たならず

管理戸数、店舗数共に県内No.1
『住まいさわやか　くらしいきいき－　生活

提案企業』をキャッチフレーズに弊社会長であ
る新垣直彦が昭和57年に沖縄市仲宗根町にて創
業し、昭和63年４月に法人成りして中部興産株
式会社へ改組しました。

年中無休・24時間管理を創業当初より始め、
平成12年にはいち早くアパマンショップネット
ワークに加盟して、豊富な物件情報を紹介提供
させていただく等、多くのオーナー様、入居者
様をサポートさせていただいております。

お蔭様で賃貸管理戸数約１万4,000戸、店舗数
11店舗で、管理戸数、店舗数共に県内No.1とな
り賃貸管理業、マンション管理、不動産売買を
中心に幅広く事業展開を進めてまいりました。

生活総合産業を目指す
生活提案型企業として「医・食・住」の価値

創造と快適な住環境づくりを提供することが弊
社の基本的な考えです。賃貸管理戸数が約１万
4,000戸あり、１世帯人数を約３人とすると、
オーナー様も合わせて約５万人の「市場」を持っ
ていることになります。その市場に対して「住」
だけでなく、「医」、「食」の価値創造も提供で
きる生活総合産業を目指しています。

そして、私どものコンセプトである「健康・

安心・安全・快適」の通り、「お客様の多様化
するニーズに合わせた価値あるサービスを提供
し、お客様が心豊かな暮らしを実現できるよう、
サポートさせていただく」ことが弊社の責務だ
と思っています。

インターネットやガス、LED照明、資産活
用など、それぞれの分野に特化したグループ会
社と一丸となって総合的にサポートさせていた
だいております。
▼中部興産のグループ会社

子育て支援賃貸マンション
子供服の販売や子育て支援事業を手掛けてい

るミキハウスと共同企画で、バリアフリーや感
電防止コンセントなどを取り入れた子育て支援
賃貸マンションにも取り組んでいます。

実際に賃貸のご相談に来られるお客さまは、
20代〜40代でまだまだ小さいお子様がいらっ
しゃるファミリー様が多く、当社では育児をさ

今回は、「住まいさわやか　くらしいきいき」のテレビCMでもお馴染みの、管理戸数 県内 No.1
を誇る、中部興産株式会社の新垣 博孝 代表取締役にお話を伺って参りました。

中部興産株式会社
代表取締役　新垣　博孝

会　社　名 事 業 概 要

財産ドック沖縄株式会社 資産活用や、相続・贈与な
どの資産管理の専門集団

興産アメニティ株式会社 光回線の施設、家賃保証

エナジー沖縄株式会社 プロパンガスやソーラー等
の住宅設備の販売

沖縄エクセル電器株式会社 LED 照明、環境機器製造・
販売、清掃業務

介護子育て支援賃貸住宅
沖縄ＮＰＯセンター

高齢者等の賃貸住宅・生活
支援等
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れる女性がストレスなく子育てができる環境を
ご提案いたします。

弊社は、少子化が進む中、今後の将来を担う
お子様の子育て環境を整える必要があるという
思いで取り組み、「健康・安心・安全・快適」
な生活空間を創造し、子育てファミリーの豊か
な暮らしとお子様の素敵な心を育むライフス
テージを提供させていただいております。

「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験」
に参加

国土交通省は平成27年７月に、「ITを活用し
た重要事項説明に係る社会実験」を実施する登
録事業者246社を決定し、８月より実験を開始
しています。県内では弊社を含めて６社が参加
しており、実験期間は２年間です。

実験は、宅地建物取引士が対面で行うことが
義務付けられている不動産取引時の重要事項の
説明と説明書の交付を、インターネットを使っ
てオンライン化するもので、お客様が契約や説
明を受けるために、遠方から店舗まで何度も足
を運ぶ必要がなくなり、事前に重要事項の説明
の内容を精査することも可能になります。

これまでの不動産仲介のビジネスモデルを大
きく変える試みとして、その動向に注目が集
まっています。

弊社ではアパマンショップと提携しているこ
ともあり、県外法人からの社宅の問合せが増え
てきています。ITを活用することで入居者は
時間をかけて重要事項の説明の内容を吟味する
ことができるようになり、入居の選択肢が広が
ります。

『real estate station CHUBU KOSAN イ
オンモール沖縄ライカム店』がオープン

11店舗目となる『real estate station CHUBU 
KOSANイオンモール沖縄ライカム店』が平成
27年４月にオープンしました。店内は木目調の
壁、家具を配置した落ち着きのあるインテリア
になっています。

店舗では、土地、中古物件、マンションの売
買など不動産全般を扱っておりますが、弊社が
管理させていただいているオーナー様や富裕層
様の資産活用・相続税等の不動産全般に関わる
ご相談の場ともなっており、コーヒーを飲みな
がら、じっくりとご相談いただけます。

また、関連会社グループのインフォメーショ
ンの店舗としての位置付けとしてもビジネス
チャンスに繋げてまいります。

現在、英語が堪能な職員を１人配置し、イン
バウンドからのご相談にも対応しており、頻繁
ではありませんが、投資物件のご相談もちょく
ちょくあります。

毎月、第３土曜日にオーナー様向けセミナー
を開催

毎月、第３土曜日にオーナー様向けセミナー
をグループ会社の財産ドック沖縄（株）と合同
で開催し、オーナー様とのコミュニケーション、
信頼関係を築いています。

法律・税務相談や空室対策はもちろん、堅い
テーマだけでなく、ウチナー風水の専門家やイ
ンテリアコーディネーターなどの講師を呼ぶこ
ともあり、テーマにはメリハリをつけて開催し、
喜んでいただいております。

▲ミキハウスと共同企画の子育て支援賃貸マンション

▲落ち着いた雰囲気のイオンモール沖縄ライカム店
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最近、中部の分譲マンションがこれまでにな
く売れています。中部でもここ最近、土地の価
格が上昇しているのも要因かと思われます。こ
のような地域に密着した情報をいち早くオー
ナー様に提供し、提案させていただいております。

今後の事業展開が期待される
「空き家管理サービス」

少子高齢化や、解体費用の負担、また固定資
産税の優遇（建物がある土地は、土地の固定資
産税が最大で1/6まで優遇）等もあり、空き家
は今後も増えると予測されています。総務省の
調査では、全国の空き家数は約820万戸あり、
沖縄県内でも約２万戸もあります。

空き家が老朽化すると、付近や周辺に悪影響
をもたらす可能性が十分にあり、国策として空
き家対策を進める必要性が高まってきました。

平成27年５月に空き家対策特別措置法が完全
施行されました。特別措置法の下で、市町村は
空き家対策として、空き家を調査し現況の把握
を行った上で、空き家の所有者に対して適切な
管理を促進するための情報の提供や助言等の援
助を行います。そこで、特に対策が必要な「特
定空き家等」にみなされると、解体の勧告や強
制対処の措置を講じることが可能になります。

弊社では、増加する空き家に対して、定期的
に窓を開けて風を通したり、庭草木の除去・管
理をするなどの「空き家管理サービス」にも取
り組んでまいります。
「空き家管理サービス」は、相続や売買、リ

フォーム等の次のビジネスの展開に繋がるサー
ビスであり、今後の事業展開が期待されます。

時流を読みながら変えるべきものは変える
私は平成23年に代表取締役に就任し、時代の

変化を敏感に捉え、時流に沿った商品開発と良
質なサービスの提供に努めてまいりました。

私の経営姿勢としては、「不易流行」を常に
心掛けています。松尾芭蕉の言葉で、「不易を
知らざれば基立ちがたく、流行を知らざれば風
新たならず」というものです。

揺るぎない経営理念を軸として、時流を読み
ながら変えるべきものは変え、お客様の身に
なって事業展開をはかり、地域社会に貢献して
いく所存です。

今後とも、より一層のご指導、ご支援を賜り
ますようお願い申し上げます。

▲オーナー様向けセミナーの様子

▲「経営理念」

会社概要
社名 中部興産株式会社　CHUBU-KOSAN, Co.,Ltd.

代表取締役会長 新垣　直彦

代表取締役 新垣　博孝

所在地 本社　〒904-0014 沖縄県沖縄市仲宗根24-9

代表電話番号 098-937-5035（本社代表）

ＵＲＬ http://www.chubu-kosan.co.jp/

設立 昭和63年4月

資本金 10,000千円

従業員数 104名（役員、臨時従業員、派遣社員除く）

事業内容
賃貸住宅の仲介・管理、不動産売買仲介、保険代理店業
リフォーム事業、マンション管理事業、資産コンサル事業

宅地建物取引業免許 沖縄県知事（7）第2159号

賃貸住宅管理業者登録 国土交通大臣（1）第515号

建設業許可 （般−25）第11370

マンション管理業免許 国土交通大臣（2）第103601号

加盟団体

公益財団法人　日本賃貸住宅管理協会会員
公益社団法人　沖縄県宅地建物取引業協会会員
公益社団法人　全国宅地建物取引業協会会員
公益社団法人　全国賃貸住宅経営者協会連合会

（理事　新垣直彦）
全国賃貸管理ビジネス協会会員
㈱長谷川ライブネット社宅管理業務代行システム会員

関連会社
財産ドック沖縄㈱、興産アメニティー㈱
エナジー沖縄㈱、沖縄エクセル電器㈱
介護子育て支援賃貸住宅沖縄ＮＰＯセンター
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住宅を新築、購入する際には、火災、台風、土砂災害、

落雷などの自然災害への備えとして火災保険を契約

しますが、ことし10月より火災保険の契約期間が現

在の最長36年から最長10年までに短縮されることを

ご存知でしょうか。

損害保険料算出機構によると、改定の概要は（1）

個人向け火災保険である住宅総合保険の参考純率（保

険料率の一部）を全国平均で3.5％引き上げる（2）

改定後の参考純率を保険期間が10年間までの契約に

適用する−の２点です。背景には、近年、自然災害

や水漏れ損害による保険の支払いが増加しているこ

と、地球温暖化により自然災害の将来予測に不確実

な要素が増えているとの研究成果が発表されたこと

などが挙げられています。

一般的に長期火災保険は、長期契約により割引率

が大きく、保険料が安くなるメリットがある一方で、

保険料の一括支払いで一時的な負担が大きいことや

契約期間中に火災保険商品が改定されても契約条件

へ反映されない可能性があるといったデメリットが

あります。ことし10月からは10年超の長期火災保険

は契約できなくなり、最長10年の火災保険を契約す

る場合、10年毎に火災保険の更新が必要となります。

沖縄県も多くの台風災害や豪雨・土砂災害などの

自然災害が発生していることから、今回の改定は、

新規契約だけでなく、既存の火災保険の契約内容や

保険期間などを検討する良い機会ではないでしょうか。

（沖縄銀行　営業統括部支店統括Ｇ　

上席調査役　宮城　悟）

契約が最長 10 年に短縮
住宅火災保険の改定

（平成27年８月30日掲載） （平成27年９月６日掲載）

県内に約４万８千ある中小企業の中には、本土復

帰前後に創業され業歴が40年を超える企業もあるな

ど、近年、当時の創業者が事業承継を検討する時期

に差しかかっています。2014年度の東京商工リサー

チの調査では、県内の経営者の平均年齢は59.1歳と、

他の都道府県と同様に高齢化が進んでいます。

県事業引継ぎ支援センターが行った60歳以上の経

営者を対象にした事業承継アンケートによると、約

80％の経営者は10年以内の事業承継を希望してい

るものの、「まだ決める時期ではない」や「後継者が

いない」などの理由から事業承継を決めていない状

況です。つまり、事業承継の必要性を認識しつつも、

専門家の支援を受けておらず、後継者も決めていな

い「後継者不在」の課題に直面しています。事業承

継の遅れは経営者自身の経営意欲の減退につながり、

取引先や従業員にも悪影響を及ぼすなど、経営悪化

を招く要因となる可能性があります。実際に事業承

継に失敗し、休廃業・解散した事例も少なくありま

せん。

事業承継の対策は、税務・法務・財務・資金面な

ど多岐にわたり、税理士や金融機関などの専門家の

支援も必要となります。金融機関でも事業承継に精

通した人材育成に取り組むなど、サポート体制を強

化しています。事業承継を成功させる秘訣（ひけつ）

は、経営者自身が課題解決に向け積極的に行動する

ことです。ぜひ、この機会に金融機関などの専門家

にご相談されてはいかがでしょうか。

（沖縄銀行　法人部事業戦略支援グループ　

上席調査役　仲原　佳史）

後継者不在で進まず
県内事業承継の現状
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企業内弁護士とは、企業において役員または従業

員として勤務し、自社の法務問題の処理などに従事

する弁護士です。従来、弁護士は法律事務所で働く

という形態が多数派でした。しかし近年、弁護士数

の増加とともに企業内弁護士の数も増えてきており、

全国の企業内弁護士数は2006年の146人に比べる

と、15年は1,442人となり、10年間で10倍近くにま

で増加しています。企業内弁護士を採用している企

業の業種は、金融関係、情報通信関係などさまざま

です。

企業内弁護士を採用するメリットは、顧問弁護士

よりも踏み込んで企業内部を直接見ることができる

点にあります。そのため、企業法務における小さな

問題から大きなプロジェクトまで、企業や業界の実

情に沿った、きめ細やかな法務サービスの提供が可

能になります。

15年には県内で初めて企業内弁護士が誕生するな

ど、全国的にも企業内弁護士を活用する動きは徐々

に進んでいます。県内では、沖縄の法曹界への貢献

および司法試験受験生への支援の一環として、法科

大学院修了生を企業法務のアシスタントとして雇用

している企業もあります。

都市圏企業の法務体制に負けない体制づくりや、

増加する弁護士に対して活躍の場を提供する手段の

一つとして、県内企業がこれから企業内弁護士を活

用する余地は充分にあると思われます。今後、さら

なる企業内弁護士の活用が進むことを期待します。

（沖縄銀行　リスク管理部リーガル・アシスタント

下地　聡子、比嘉　美輝子、郷原　隆）

企業内弁護士の活用 マイナンバーと金融経済
求められる徹底管理

2016年１月からマイナンバー制度の導入が始ま

ります。最近ではニュースなどでよく取り上げられ、

多くの方が耳にしたことがあると思います。マイナ

ンバーは住民票を有する一人一人に番号を付し、こ

とし10月には市区町村から郵送にて通知されます。

では、実際どのような場面でマイナンバーが必要

になるのでしょうか。

まず、従業員の方は扶養家族を含め、勤め先に提

示する必要があります。各企業においては、従業員

などの健康保険や厚生年金の手続き、給料から源泉

徴収して納税する際にマイナンバーの取得が必要と

なるため、早急に対策を構築しているものと思われ

ます。

銀行の業務においても投資信託・公共債や外国送

金などの取引では、来年１月からマイナンバーの提

示が必要となります。特に投資信託の取引は近年増

加しているため、対象者が多くなることが予想され

ます。また、今月成立した改正マイナンバー法により、

18年からは預金口座への任意適用が始まるほか、21

年以降の適用義務化についても検討されるなど、活

用範囲が拡大されました。今後、金融機関から手続

きに関する通知が送付されてくる可能性があります。

企業が取得したマイナンバーには厳格な取り扱い

が義務付けられています。マイナンバーは、一生使

われる重要情報であるため、取り扱う企業側はもち

ろんのこと、ご自身でもマイナンバーが漏えいしな

いよう、十分な管理が求められます。

（沖縄銀行　証券国際部市場企画管理Ｇ

　上席調査役　仲程　章）

（平成27年９月13日掲載） （平成27年９月20日掲載）

※琉球新報に掲載

社内で法務問題に対処
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アジアの活力を全産業で取込め
おきぎん調査月報読者の皆様、新年あけましておめでとうございます。読者の皆様の

ご健勝と、今年度事業のますますの発展を心から願い、また、おきぎん調査月報を引き
続きご愛読いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。

さて、昨年の沖縄経済は観光入域客数の増加や、旺盛な公共工事需要、堅調な個人消
費に支えられ順調に推移しました。全国的に見ても沖縄は活況の最前線を走っている、
と感じています。特に観光関連は昨年、パラダイムシフトと言ってもいいほどの環境変
化がありました。インバウンド、すなわち外国人観光客の急激な増加です。国際航空路
線の拡充、クルーズ船の寄港、円安基調などを背景とした外国人観光客が増加の一途
をたどり、今年度の見通しとして160万人（昨年度は98万人）に迫る勢いで、この勢
いは今後も続くと期待されています。「アジアの活力を取り込む」は、人口減少の続く
日本経済再生のキーワードとなっていますが、沖縄の観光産業がそれを先取りした形に
なっています。

いまアジアで起こっている基調といえば、なんといっても中間所得層の増加だと思い
ます。日本が、高度経済成長時代に経験した道を、今、中国や東南アジアの諸国が辿ろ
うとしています。勿論、中国経済の減速などで「爆買い」にも限界があるでしょうし、
新興国が陥る中進国の罠（低賃金などをテコに、輸出主導型で成長した新興国などが賃
金の上昇などで競争力を失っていく現象）等、アジア諸国の経済成長が今後も順調に行
くとはもちろん限りません。しかし豊かになりたいと願うアジア庶民の活力は既に大き
なうねりとなっており、中間所得層の増加は長期的なトレンドでしょう。そのアジアの
活力をさまざまな形で沖縄に取り込んでいく、という方向は一つの答えとして間違いな
いと思います。

さて、問題提起として、いま沖縄で起きている事は、永続的に続くのでしょうか。そ
れとも為替などの経済変動で元の木阿弥に戻ってしまう、脆弱なものでしょうか。観光
産業が引っ張る沖縄経済ですが、円高や同時多発テロの際の観光客の落ち込みなど、意
外なもろさについて、我々は既に経験しています。

ひとつの結論としては、アジアの活力を取り込む方法は、観光業だけではない、とい
う事です。全日空ハブ、国際航路の開拓など官民上げて取り組んでいる「国際物流拠点
化構想」、11月号にも紹介させていただいた、「台湾」から沖縄の製造業への熱いラブコー
ル、先月大盛況を持って終了した沖縄大交易会、沖縄経済同友会が10月に提言した「国
際見本市・展示会の県内導入」、それに伴うMICE施設の大型化、世界的なトレンドと
してのLCCの活況。それは、以前から潜在力として認識されていたが実感はあまりな
かった、アジアの中心にある、「沖縄の地理的な優位性」が顕在的なポテンシャルとし
て今、ブレイクし始めた、と理解しています。今、沖縄に千歳一隅のチャンスが訪れてい
ます。それを掴み取れるのか大きな岐路にあり、まさに試される2016年だと思います。

（㈱おきぎん経済研究所　代表取締役社長　出村郁雄）


